
乳用牛飼養戸数・頭数の推移

・ 飼養戸数は、年率３～５％程度の減少傾向で推移。
・ 飼養頭数は、平成30年に16年ぶりに増加に転じたものの、令和５年度は減少（▲15千頭）。

・ 一戸当たり経産牛飼養頭数は前年に比べ増加傾向で推移しており、大規模化が進展。

・ また、改良により、一頭当たりの乳量は増加傾向で推移しているものの、令和４年度はわずかに減少。

資料：農林水産省 「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」
注１：各年とも２月１日現在の数値。ただし、経産牛一頭当たり乳量は年度の数値。

 ２：平成31年以前の成畜50頭以上層戸数シェア及び頭数シェアは、学校、試験場等の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。
   ３：一戸当たり経産牛頭数は、経産牛飼養頭数を成畜の飼養戸数で除して算出。

４：令和２年から統計手法が変更されたため、令和２年の統計手法を用いて集計した平成31年の数値を参考値として記載。
５：令和２年の対前年増減率は、平成31年の参考値との比較である。 
６：経産牛一頭当たり乳量は「当年度生乳生産量÷当年と翌年の経産牛頭数の平均」から算出しており、平成31年＜＞は、平成31年の参考値と令和２年の経産牛頭数

       の平均を用いている。
 

平成27 28 29 30 31
31参考値

※注４
令和２
※注５

3 4 5

乳用牛飼養戸数（千戸） 17.7 17.0 16.4 15.7 15.0 14.9 14.4 13.8 13.3 12.6

　（対前年増減率）（％） (▲4.8) (▲4.0) (▲3.5) (▲4.3) (▲4.5) － (▲3.4) (▲4.2) (▲3.6) (▲5.3)

うち成畜50頭以上層(千戸) 6.4 6.5 6.4 6.2 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.6

戸数シェア（％） (38.0) (39.8) (40.6) (41.1) (40.8) (40.6) (41.3) (42.9) (44.5) (45.3)

乳用牛飼養頭数（千頭） 1,371 1,345 1,323 1,328 1,332 1,339 1,352 1,356 1,371 1,356

　（対前年増減率）（％） (▲1.7) (▲1.9) (▲1.6) (0.4) (0.3) － (1.0) (0.3) (1.1) (▲1.1)

うち 経産牛頭数（千頭） 870 871 852 847 839 841 839 849 862 837

502 474 471 481 492 499 513 507 510 519

うち成畜50頭以上層(千頭) 940 949 934 961 962 981 999 1,026 1,057 1,054

頭数シェア（％）　 (71.0) (73.1) (73.4) (75.3) (75.9) (74.2) (74.6) (76.6) (78.2) (78.8)

一 戸 当 た り  全  国 51.5 53.4 54.3 56.1 58.3 57.6 59.9 62.9 66.3 68.0

経産牛頭数（頭）  北海道 72.4 76.1 76.4 78.8 82.2 78.2 81.1 84.7 89.1 90.0

 都府県 38.8 39.6 40.5 41.8 42.9 44.1 45.2 47.5 50.1 51.6

経産牛一頭当たり  全  国 8,511 8,522 8,581 8,636 8,806 8,938 8,871

       乳量（㎏）  北海道 8,407 8,394 8,518 8,568 8,943 9,066 8,946

区　分　／　年

うち 未経産牛
　　（乳用後継牛）頭数（千頭）

       <8,767>※注６

<8,945>
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肉用牛飼養戸数・頭数の推移

・ 飼養戸数は、減少傾向で推移。主に小規模層で減少。
・ 飼養頭数は、平成29年から増加傾向で推移し、令和５年も増加。

・ 一戸当たり飼養頭数は増加傾向で推移しており、大規模化が進展。 

・ 繁殖雌牛の飼養頭数は、平成22年をピークに減少していたが、平成28年から増加傾向で推移。

資料：農林水産省「畜産統計」（各年２月１日現在）
注１：繁殖雌牛と肥育牛を重複して飼養している場合もあることから、両者の飼養戸数は肉用牛飼養戸数とは一致しない。

 ２：肥育牛は、肉用種の肥育用牛と、乳用種の和としている。
 ３：令和２年から統計手法が変更されたため、令和２年の統計手法を用いて集計した平成31年の数値を参考値として記載。
 ４：令和２年の対前年増減率は、平成31年の参考値との比較である。 

平成27 28 29 30 31
31参考値

※注３
令和２
※注４

3 4 5

 戸 数（千戸） 54.4 51.9 50.1 48.3 46.3 45.6 43.9 42.1 40.4 38.6

(対前年増減率)(％)  (▲5.4)  (▲4.6) (▲3.5) (▲3.6) (▲4.1) － (▲3.7) (▲4.1) (▲4.0) (▲4.5)

     頭 数（千頭） 2,489 2,479 2,499 2,514 2,503 2,527 2,555 2,605 2,614 2,687

(対前年増減率)(％)  (▲3.0)  (▲0.4)  (0.8) (0.6)  (▲0.4) －  (1.1) (2.0) (0.3) (2.8)

１戸当たり(頭) 45.8 47.8 49.9 52.0 54.1 55.4 58.2 61.9 64.7 64.7

 うち  戸 数（千戸） 47.2 44.3 43.0 41.8 40.2 40.1 38.6 36.9 35.5 33.8

 繁殖雌牛  頭 数（千頭） 580 589 597 610 626 605 622 633 637 645

１戸当たり(頭) 12.3 13.3 13.9 14.6 15.6 15.1 16.1 17.1 17.9 19.1

 うち  戸 数（千戸） 11.6 11.7 11.3 10.8 10.2 10.1 10.0 9.7 9.5 9.5

 肥 育 牛  頭 数（千頭） 1,568 1,557 1,557 1,550 1,522 1,542 1,548 1,575 1,601 1,635

１戸当たり(頭) 135.2 133.1 137.8 143.5 149.2 152.7 155.1 161.7 168.8 171.7

   区    分   ／ 　  年 

肉用牛
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・ 飼養戸数は、減少傾向で推移。主に小規模層で減少。
・ 飼養頭数は、減少傾向で推移。
・ 一戸当たり飼養頭数及び子取用雌豚頭数は着実に増加しており、大規模化が進展。

豚飼養戸数・頭数の推移

資料：農林水産省「畜産統計」（各年２月１日現在）
 注１：平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため比較できるデータがない。

また、平成28年及び令和３年の（ ）内の数値は、それぞれ平成26年及び平成31年との比較である。
２：肥育豚2千頭以上層戸数シェア及び頭数シェアは、学校、試験場等の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。

区　分　／　年 平成25 26 28 29 30 31 令和３ 4 5

　飼養戸数（戸） 5,570 5,270 4,830 4,670 4,470 4,320 3,850 3,590 3,370

　（対前年増減率）（％） (▲4.6) (▲5.4) (▲8.3) (▲3.3) (▲4.3) (▲3.4) (▲10.9) (▲6.8) (▲6.1)

うち肥育豚2千頭以上層（戸） 1,030 1,020 961 990 1,030 1,030 997 958 972

戸数シェア（％）　 (20.6) (21.5) (21.8) (23.2) (25.2) (26.1) (28.6) (29.7) (32.0)

　飼養頭数（千頭） 9,685 9,537 9,313 9,346 9,189 9,156 9,290 8,949 8,956

　（対前年増減率）（％） (▲0.5) (▲1.5) (▲2.3) (0.4) (▲1.7） (▲0.4） (1.5) (▲3.7) (0.1)

うち子取用雌豚（千頭） 900 885 845 839 824 853 823 789 792

　（対前年増減率）（％） (0.0) (▲1.6) (▲4.6) (▲0.6) (▲1.9） (3.6) (▲3.5) (▲4.1) (0.3)

うち肥育豚2千頭以上層（千頭） 6,583 6,528 6,309 6,479 6,606 6,664 6,880 6,692 6,753

頭数シェア（％）　 (70.3) (70.7) (70.0) (71.9) (74.5) (75.6) (77.8) (78.3) (79.1)

　一戸当たり平均

　飼養頭数（頭） 1738.8 1809.7 1928.2 2001.3 2055.7 2119.4 2413.0 2492.8 2657.6

　一戸当たり平均

　子取用雌豚頭数（頭） 194.7 206.4 214.4 220.9 226.3 246.6 270.8 286.9 299.9
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・ 飼養戸数は、減少傾向で推移。主特に小規模層で減少。

・ 成鶏めす飼養羽数は減少傾向で推移した後、平成26年以降は増加傾向で推移していたが、令和３年
以降は再び減少。

・ 一戸当たり飼養羽数は、増加傾向で推移しており、大規模化が進展。

鶏（採卵鶏）の飼養戸数・羽数の推移

資料：農林水産省「畜産統計」（各年２月１日現在） 注１：種鶏のみの飼養者を除く。 ２：10万羽以上層戸数シェア及び羽数シェアは、学
校、試験場等の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。 ３：数値は成鶏めす羽数1,000羽未満の飼養者を除く数値。 
４：平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため比較できるデータがない。 また、平成28年及び令和３年の（ ）内
の数値は、それぞれ平成26年及び平成31年との比較である。

平成25 26 28 29 30 31 令和３ 4 5

飼養戸数(戸) 2,650 2,560 2,440 2,350 2,200 2,120 1,880 1,810 1,690

　（対前年増減率）(％) (▲5.7) (▲3.4) (▲4.7) (▲3.7) (▲6.4） (▲3.6） (▲11.3） (▲3.7） (▲6.6)

うち成鶏めす10万羽以上層(戸) 328 324 347 340 332 329 334 334 306

戸数シェア（％）　 (13.5) (14.0) (15.7) (16.1) (16.7) (17.1) (19.6) (20.5) (20.1)

成鶏めす飼養羽数（千羽） 133,085 133,506 134,569 136,101 139,036 141,792 140,697 137,291 128,579

　(対前年増減率）（％） (▲1.8) (0.3) (0.8) (1.1) (2.2) (2.0) (▲0.8) (▲2.4) (▲6.3)

うち10万羽以上層（千羽） 91,556 93,476 99,395 101,048 104,515 107,734 112,535 109,002 102,908

羽数シェア（％）　 (68.8) (70.0) (73.9) (74.3) (75.2) (76.0) (80.0) (79.4) (80.1)

一戸当たり平均

成鶏めす飼養羽数（千羽） 50.2 52.2 55.2 57.9 63.2 66.9 74.8 75.9 76.1

　区　　分　／　年
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・ 飼養戸数は、減少傾向で推移。大規模層は増加傾向で推移しているものの、令和５年度は減少。
・ 出荷羽数は、増加傾向で推移。
・ 一戸当たり飼養羽数及び出荷羽数は増加傾向で推移し、大規模層（年間出荷羽数50万羽以上）のシェアは拡大傾
向で推移しているものの、令和５年は縮小。

鶏（ブロイラー）の飼養戸数・羽数の推移

資料：農林水産省「畜産物流通統計」、｢畜産統計｣（各年２月１日現在） 注１：50万羽以上層戸数シェア及び羽数シェアは、学校、試験場等
の非営利的な飼養者を除いた数値を用いて算出している。 ２：平成25年以降の数値は、年間出荷羽数3,000羽未満の飼養者を除く数値で
ある。 ３：２月１日現在で飼養のない場合であっても、前１年間（前年の２月２日から当年の２月１日まで）に3,000羽以上の出荷があれば、出
荷戸数、出荷羽数、一戸 当たり出荷羽数に含めている。 ４：平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため比較できる
データがない。また、平成28年及び令和３年の（ ）内の数値は、それぞれ 平成26年及び平成31年との比較である。 

      区　分　／　年 平成25 26 28 29 30 31 令和３ 4 5

飼養戸数（戸） 2,420 2,380 2,360 2,310 2,260 2,250 2,160 2,100 2,100

（対前年増減率）（％） （－） (▲1.7) (▲0.8) (▲2.1) (▲2.2) (▲0.4) (▲4.0) (▲2.8) (0.0)

飼養羽数（千羽） 131,624 135,747 134,395 134,923 138,776 138,228 139,658 139,230 141,463

（対前年増減率）（％） (－) (3.1) (▲1.0) (0.4) (2.9) (▲0.4) (1.0) (▲0.3) (1.6)

出荷戸数(戸) 2,440 2,410 2,360 2,320 2,270 2,260 2,190 2,150 2,120

うち５０万羽以上層（戸） 225 230 266 268 272 282 298 313 277

戸数シェア（％）　 (9.2) (9.5) (11.3) (11.6) (12.0） (12.5） (13.7） (14.6） (13.1)

出荷羽数(千羽) 649,778 652,441 667,438 677,713 689,280 695,335 713,834 719,186 720,878

うち５０万羽以上層（千羽） 270,778 270,971 294,138 296,577 312,229 321,553 343,025 355,116 350,874

羽数シェア（％）　 (41.7) (41.5) (44.1) (43.8) (45.3) (46.2) (48.1) (49.4) (48.7)

一戸当たり平均

  飼養羽数（千羽） 54.4 57.0 56.9 58.4 61.4 61.4 64.7 66.3 67.4

一戸当たり平均

  出荷羽数（千羽） 266.3 270.7 282.8 292.1 303.6 307.7 326.0 334.5 340.0
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クリーム

バター

生クリーム

脱脂粉乳

チーズ

脱脂乳

固体

乳脂肪分

液体

その他

粉状

ﾎｴｲﾊﾟｳﾀﾞｰ

カード

ホエイ

液体

凝固

飲用牛乳

はっ酵乳
加工乳・乳飲料

脱脂濃縮乳

液体

生乳１００kgから
約９ｋｇ生産

生乳１００kgから
約５ｋｇ生産

生乳１００kgから
約９ｋｇ生産

生乳１００kgから
約２９ｋｇ生産

生乳１００kgから
約１０ｋｇ生産

パン、菓子、
飲料等

加熱殺菌

乾燥

酵素を加えて凝固
したものを分離

熟成

生         

乳

空気・水分を
抜きながら練る

濃縮して乾燥

濃縮

・ 牛から搾った生乳は牛乳をはじめ様々な食品となる。
・ 大きく分類すると①牛乳等、②脱脂粉乳・バター等、③チーズ等の３系統に分類される。

牛乳乳製品の製造工程

①

②

③

均質化等

遠心分離により
乳脂肪分を分離
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実需者

酪
農
家

乳業農
協
・酪
農
協
・事
業
協
同
組
合
等

第１号
対象事業者

（指定団体、生乳販
売業者等）

指定事業者
（１又は２以上の
都道府県の区域
で集乳を拒否し
ない事業者）

※ うち、生乳生産
者団体であるものを
「指定生乳生産者団

体」という

農
協
連
・酪
連
等

○ 対象事業者（第１～３号）は、毎年度、生乳又は乳製品の年間販売計画を作成して農林水産大臣に提出し、基準を
満たしていると認められれば、加工に仕向けた量に応じて生産者補給金等が交付（交付対象数量が上限）。

○ 第１号対象事業者のうち、集乳を拒否しない等の要件を満たす事業者は「指定事業者」として指定され、加工に仕向
けた量に応じて集送乳調整金が交付。

第２号対象事業者＝乳業に直接生乳を販売する酪農家

第３号対象事業者＝乳製品を加工販売する酪農家

第１号対象事業者＝生乳を集めて乳業に販売する事業者

消費者

価格は両
者が個別
に決定

卸・小売

牛乳乳製品の流通

・パン工場
・飲料メーカー等
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牛肉 豚肉

牛肉・豚肉の流通

生体 枝肉 部分肉 精肉

豚肉 約60kg約80kg約70％ 約70％ 約90％約110kg

牛肉

（和牛）
約330kg約470kg 約71％ 約90％約750kg 約300kg

約50kg

【参考：食肉（牛肉・豚肉）の歩留まり】

約63％

〇 消費地における集分荷・物流機能
 〇 多数の購買者が価格をセリ合い一番高い価格をつけた者が買い受ける

「セリ売」により枝肉卸売価格を形成（→建値形成の機能）

生産
農家

食肉卸売市場

食肉センター

 ○ と畜・解体から部分肉等への
処理までを実施

 ○ 合理的な物流を実現する
供給基地の役割

 ○ 卸売市場の価格を参考にした
取引（建値取引）

その他と畜場

 ○ 卸売市場の価格を参考にした

取引（建値取引）

外
食
店

量
販
店

小
売
店

消
費
者

輸入食肉

卸売業者

食肉加工業者

輸出
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